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議第１号 

令和５年度各務原市一般会計予算 

 

令和５年度各務原市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ58,830,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務

を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債

務負担行為」による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債

の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地

方債」による。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの

最高額は、500,000千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の

経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当

等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれ

らの経費の各項の間の流用と定める。 

 

    令和５年２月２８日提出 

                                                                

各務原市長    浅 野  健 司 



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

金    額

1 市税  ２２，１３１，８８７

1 市民税  ９，３８７，４１４

2 固定資産税  １０，０３０，３６１

3 軽自動車税  ３８４，５５６

4 市たばこ税  ７００，０００

6 入湯税  ６００

7 都市計画税  １，６２８，９５６

2 地方譲与税  ４０７，４８２

1 地方揮発油譲与税  ９０，０００

2 自動車重量譲与税  ３００，０００

4 森林環境譲与税  １７，４８２

3 利子割交付金  ５，０００

1 利子割交付金  ５，０００

4 配当割交付金  １０６，０００

1 配当割交付金  １０６，０００

5 株式等譲渡所得割交付金  ８０，０００

1 株式等譲渡所得割交付金  ８０，０００

6 法人事業税交付金  ２４１，０００

1 法人事業税交付金  ２４１，０００

7 地方消費税交付金  ３，５００，０００

1 地方消費税交付金  ３，５００，０００

8 ゴルフ場利用税交付金  １５，０００

1 ゴルフ場利用税交付金  １５，０００

款 項
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(単位：千円)

金    額

9 環境性能割交付金  ３７，０００

1 環境性能割交付金  ３７，０００

10 国有提供施設等所在市町村  ３９０，０００

助成交付金

1 国有提供施設等所在市町村  ３９０，０００

助成交付金

11 地方特例交付金  １７０，０００

1 地方特例交付金  １５０，０００

2 新型コロナウイルス感染症  ２０，０００

対策地方税減収補塡特別交

付金

12 地方交付税  ３，３００，０００

1 地方交付税  ３，３００，０００

13 交通安全対策特別交付金  １５，０００

1 交通安全対策特別交付金  １５，０００

14 分担金及び負担金  ２６６，４２５

2 負担金  ２６６，４２５

15 使用料及び手数料  ４９５，１０１

1 使用料  ３１８，９５２

2 手数料  １７６，１４９

16 国庫支出金  １０，９５９，４０３

1 国庫負担金  ６，８２０，７４７

2 国庫補助金  ４，０５３，２４３
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(単位：千円)

金    額

3 委託金  ８５，４１３

17 県支出金  ４，１１３，３３２

1 県負担金  ２，６３９，１４０

2 県補助金  １，２０８，５３５

3 委託金  ２６５，６５７

18 財産収入  ９５，７６４

1 財産運用収入  ９０，７６４

2 財産売払収入  ５，０００

19 寄附金  ５０４，３００

1 寄附金  ５０４，３００

20 繰入金  ４，５８９，３３８

1 基金繰入金  ４，５８９，３３８

21 繰越金  ８５０，０００

1 繰越金  ８５０，０００

22 諸収入  １，４８０，０６８

1 延滞金・加算金及び過料  ２０，００１

2 市預金利子  ５６

3 貸付金元利収入  １０６，８００

4 受託事業収入  ７２，５５９

6 雑入  １，２８０，６５２

23 市債  ５，０７７，９００

1 市債  ５，０７７，９００

 ５８，８３０，０００

款 項

歳　　入　　合　　計
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     歳        出 (単位：千円)

金    額

1 議会費  ３５６，６２３

1 議会費  ３５６，６２３

2 総務費  ４，５２３，０３４

1 総務管理費  ３，５６０，５６０

2 徴税費  ６０３，６９７

3 戸籍住民基本台帳費  ２３０，９７３

4 選挙費  ５３，０４０

5 統計調査費  ３７，４３７

6 監査委員費  ３７，３２７

3 民生費  １６，３２１，４５８

1 社会福祉費  ６，１３６，９７５

2 高齢福祉費  ６３２，６９９

3 児童福祉費  ７，７７７，２７８

4 生活保護費  １，７３２，８６１

5 国民年金費  ３３，３４５

6 災害救助費  ８，３００

4 衛生費  ６，９６６，４７１

1 保健衛生費  ２，０７６，１６１

2 環境費  ４，８９０，３１０

5 労働費  ７４，７８３

1 労働諸費  ７４，７８３

6 農林水産業費  ４６３，３５３

1 農業費  １３９，９６５

款 項
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(単位：千円)

金    額

2 畜産業費  ３０，１５１

3 農地費  ２４４，７９１

4 林業費  ４８，４４６

7 商工費  １，３７６，４６１

1 商工費  １，３７６，４６１

8 土木費  ４，５７９，３７６

1 土木管理費  ４２５，２０５

2 道路橋梁費  １，８８３，６４２

3 河川費  １０９，９９３

4 都市計画費  １，５５４，７９５

5 住宅費  ６０５，７４１

9 消防費  ２，２４７，０６５

1 消防費  ２，２４７，０６５

10 教育費  １１，２９０，５７７

1 教育総務費  １，２１１，５２０

2 小学校費  １，０９０，８１４

3 中学校費  ４８３，８５７

4 特殊学校費  ２，７８４，１６５

5 幼稚園費  １，３２３，１６７

6 社会教育費  １，２５６，５２７

7 保健体育費  ３，１４０，５２７

12 公債費  ４，９５１，３５１

1 公債費  ４，９５１，３５１

款 項
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(単位：千円)

金    額

13 諸支出金  ５，６２９，４４８

2 繰出金  ５，５７２，２１１

3 基金費  ５７，２３７

14 予備費  ５０，０００

1 予備費  ５０，０００

 ５８，８３０，０００歳　　出　　合　　計
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第２表　債務負担行為

（単位：千円）

事 項 期 間 限 度 額

市 道 稲 ４ ９ ９ 号 線 用 地 取 得 事 業
令 和 ５ 年 度 か ら
令和１０年度まで

８３,８５０

ＡＥＤ更新事業（令和６年度更新分） １２,０１２

令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

５,２４７

会 議 録 等 作 成 業 務 委 託 事 業
令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

６１９

令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

１３２,９５４

２３,０００

２,７５０

４,０８７

令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

道 路 維 持 補 修 事 業
令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

１２０,０００

市 民 税 ・ 県 民 税 賦 課 事 務
補 助 業 務 派 遣 委 託 事 業

令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

２３８,０００

令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

交 通 安 全 施 設 整 備 事 業
令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

令 和 ５ 年 度 か ら
令和１０年度まで

学校建替基本方針策定事業（その２）

都 市 計 画 区 域 区 分 等 変 更 事 業
令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

４,２９０

３１０

第 ５ 期 地 域 福 祉 計 画 策 定 事 業

第５次男女共同参画プラン策定事業
令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

２,２４６

市 営 住 宅 耐 震 補 強 事 業
令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

２５５,２３７

岐 阜 か か み が は ら 航 空 宇 宙 博 物 館
企 画 棟 整 備 事 業

令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

前 渡 地 区 木 曽 川 周 辺 整 備 事 業

市 民 税 ・ 県 民 税 賦 課 事 務 用
パ ソ コ ン レ ン タ ル 事 業
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（単位：千円）

事 項 期 間 限 度 額

文 化 会 館 企 画 運 営 事 業
令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

５,２４２

令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

３７,２５５

令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

文 化 ・ 芸 術 活 動 充 実 事 業

６１,９４４

３,４５３

小 学 校 受 変 電 設 備 整 備 事 業

小学校教師用教科書・指導書購入事業
令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

４２,２００

４,１１２,９３９新 特 別 支 援 学 校 整 備 事 業

中 学 校 受 変 電 設 備 整 備 事 業

令 和 ５ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で
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第３表　地方債

起 債 の 目 的 限 度 額 利 率 償 還 の 方 法

千円 　 

 

　 

 

　 

 

あさひ子ども館整備事業 １,１００

慈 光 園 整 備 事 業 ４,７００

８,５００し尿処理施設整備事業

１,６０９,１００

起債の方法

福 祉 セ ン タ ー
施 設 整 備 事 業

普通財産施設整備事業

自 動 車 購 入 事 業

産 業 文 化 セ ン タ ー
施 設 整 備 事 業

１２７,９００

川島会館施設整備事業 ３,６００

福祉の里施設整備事業 ５８,０００

保 育 所 整 備 事 業 ７８,０００

年5.0％以内

ごみ処理施設整備事業

３１,０００

２６,２００

５,３００

公的資金につ
いては、その融
資条件により、
銀行その他の場
合には借入先と
協定し、その条
件に従うものと
する。

ただし、市財
政の都合により
据置期間及び償
還期限を短縮し、
又は繰上償還若
しくは低利に借
り換えすること
ができる。

普通貸借

又は

証券発行

ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる資金
について利
率の見直し
を行った後
においては、
当該見直し
後の利率
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起 債 の 目 的 限 度 額 利 率 償 還 の 方 法

千円 　 
年5.0％以内

起債の方法

勤労者活動施設整備事業 １,１００

排 水 路 改 良 事 業 １２,８００

産業振興施設整備事業 １０１,９００

３３,８００

都 市 再 生 整 備 事 業

街 区 公 園 整 備 事 業 ９６,７００

１４０,１００

１１７,５００

観 光 施 設 整 備 事 業 ４,８００

道 路 橋 梁 事 業

航 空 宇 宙 博 物 館
施 設 整 備 事 業

農 業 基 盤 整 備 事 業

消 防 施 設 整 備 事 業

７９７,０００

６,２００

急傾斜地崩壊対策事業 ３４,８００

公的資金につ
いては、その融
資条件により、
銀行その他の場
合には借入先と
協定し、その条
件に従うものと
する。

ただし、市財
政の都合により
据置期間及び償
還期限を短縮し、
又は繰上償還若
しくは低利に借
り換えすること
ができる。

普通貸借

又は

証券発行

ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる資金
について利
率の見直し
を行った後
においては、
当該見直し
後の利率
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起 債 の 目 的 限 度 額 利 率 償 還 の 方 法

千円 　 

起債の方法

年5.0％以内

体 育 施 設 整 備 事 業 １２,６００

２９６,５００
特 別 支 援 学 校
施 設 整 備 事 業

９４,１００中 学 校 施 設 整 備 事 業

９５,０００

小 学 校 施 設 整 備 事 業 ４２９,０００

図 書 館 整 備 事 業

総 合 体 育 館 等
施 設 整 備 事 業

３１９,１００

臨 時 財 政 対 策 債 ５００,０００

３１,５００社会教育施設整備事業

公的資金につ
いては、その融
資条件により、
銀行その他の場
合には借入先と
協定し、その条
件に従うものと
する。
ただし、市財

政の都合により
据置期間及び償
還期限を短縮し、
又は繰上償還若
しくは低利に借
り換えすること
ができる。

普通貸借

又は

証券発行

ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる資金
について利
率の見直し
を行った後
においては、
当該見直し
後の利率
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議第２号 

令和５年度各務原市国民健康保険事業特別会計予算 

 

令和５年度各務原市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ14,061,841千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定

による一時借入金の借入れの最高額は、250,000千円と定める。 

 

    令和５年２月２８日提出 

                                                                

各務原市長    浅 野  健 司 



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

金    額

1 国民健康保険料  ２，６４３，２４８

1 国民健康保険料  ２，６４３，２４８

2 使用料及び手数料  １，３００

1 手数料  １，３００

3 国庫支出金  ５０

1 国庫補助金  ５０

4 県支出金  ９，８５９，８８６

1 県補助金  ９，８５９，８８６

5 財産収入  ３０

1 財産運用収入  ３０

6 繰入金  １，２１７，３２１

1 他会計繰入金  ８２６，０４７

2 基金繰入金  ３９１，２７４

7 繰越金  ３２４，００６

1 繰越金  ３２４，００６

8 諸収入  １６，０００

1 延滞金及び過料  １，４９５

2 預金利子  ５

3 雑入  １４，５００

 １４，０６１，８４１

款 項

歳　　入　　合　　計
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     歳        出 (単位：千円)

金    額

1 総務費  ９６，３００

1 総務管理費  ９６，３００

2 保険給付費  ９，７３８，７４０

1 保険給付費  ９，７３８，７４０

3 国民健康保険事業費納付金  ３，８１２，０３７

1 国民健康保険事業費納付金  ３，８１２，０３７

4 保健事業費  ２１４，７６４

1 特定健康診査等事業費  ９０，４５３

2 保健事業費  １２４，３１１

5 諸支出金  １００，０００

1 償還金  １００，０００

6 予備費  １００，０００

1 予備費  １００，０００

 １４，０６１，８４１歳　　出　　合　　計
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款 項

国民健康保険事業特別会計
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議第３号 

令和５年度各務原市介護保険事業特別会計予算 

 

令和５年度各務原市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,494,325千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定

による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。 

 

    令和５年２月２８日提出 

                                                                

各務原市長    浅 野  健 司 



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

金    額

1 保険料  ２，７０４，６９５

1 介護保険料  ２，７０４，６９５

3 使用料及び手数料  ２３０

2 手数料  ２３０

4 国庫支出金  ２，６７０，９５４

1 国庫負担金  ２，１８９，０１１

2 国庫補助金  ４８１，９４３

5 支払基金交付金  ３，２５４，３１７

1 支払基金交付金  ３，２５４，３１７

6 県支出金  １，７１９，３７９

1 県負担金  １，７１９，３７９

7 財産収入  ４２

1 財産運用収入  ４２

9 繰入金  ２，１２９，７７６

1 一般会計繰入金  １，８２９，７７６

2 基金繰入金  ３００，０００

10 繰越金  ２，６００

1 繰越金  ２，６００

12 諸収入  １２，３３２

1 延滞金、加算金及び過料  １８０

2 預金利子  ３０

3 受託事業収入  ９，２５８

4 雑入  ２，８６４

款 項
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(単位：千円)

金    額

 １２，４９４，３２５歳　　入　　合　　計

款 項
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     歳        出 (単位：千円)

金    額

1 総務費  １４１，８９２

1 総務管理費  １４１，８９２

2 保険給付費  １１，７４２，５８５

1 保険給付費  １１，７４２，５８５

3 地域支援事業費  ６０１，２５０

1 地域支援事業費  ６０１，２５０

4 保健福祉事業費  ４，９９８

1 保健福祉事業費  ４，９９８

6 諸支出金  ２，６００

1 償還金及び還付加算金  ２，６００

7 予備費  １，０００

1 予備費  １，０００

 １２，４９４，３２５

款 項

歳　　出　　合　　計
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議第４号 

令和５年度各務原市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 

令和５年度各務原市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算） 

１ 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,143,963千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

 

    令和５年２月２８日提出 

                                                                

各務原市長    浅 野  健 司 

 



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

金    額

1 後期高齢者医療保険料  １，９３０，８０１

1 後期高齢者医療保険料  １，９３０，８０１

2 使用料及び手数料  １００

1 手数料  １００

3 繰入金  ２，０８２，６２０

1 他会計繰入金  ２，０８２，６２０

4 繰越金  ５１，５００

1 繰越金  ５１，５００

5 諸収入  ７８，９４２

1 延滞金、加算金及び過料  １５０

2 償還金及び還付加算金  １，０１０

3 預金利子  ５０

4 受託事業収入  ７７，７２２

5 雑入  １０

 ４，１４３，９６３

款 項

歳　　入　　合　　計
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     歳        出 (単位：千円)

金    額

1 総務費  １９，８５８

1 総務管理費  １９，８５８

2 後期高齢者医療広域連合納  ４，０３８，９８４

付金

1 後期高齢者医療広域連合納  ４，０３８，９８４

付金

3 保健事業費  ８２，６１１

1 健康診査事業費  ８２，６１１

4 諸支出金  ２，５１０

1 償還金及び還付加算金  ２，５１０

 ４，１４３，９６３歳　　出　　合　　計
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款 項

後期高齢者医療事業特別会計
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議第５号 

令和５年度各務原市水道事業会計予算 

 

(総則) 

第１条 令和５年度各務原市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

(業務の予定量) 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）給 水 戸 数 ６３，３００ 戸 

（２）年間総給水量 １６，６９６，０００ ㎥ 

（３）一日平均給水量 ４５，６１７ ㎥ 

（４）主要な建設改良事業 

改良事業費 １，４９４，２１２ 千円 

(収益的収入及び支出) 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収         入 

第１款 水 道 事 業 収 益 ２，７８３，７３０ 千円 

第１項 営 業 収 益 ２，４２４，２１５ 千円 

第２項 営 業 外 収 益  ３５９，５１４ 千円 

第３項 特 別 利 益 １ 千円 

支         出 

第１款 水 道 事 業 費 用 ２，７０６，５１６ 千円 

第１項 営 業 費 用 ２，５７２，９０１ 千円 

第２項 営 業 外 費 用 １１７，６１５ 千円 

第３項 特 別 損 失 ６，０００ 千円 

第４項 予 備 費 １０，０００ 千円 

(資本的収入及び支出) 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的

支出額に対し不足する額１，６１６，０１７千円は、当年度分消費税及び地方消費税

資本的収支調整額１２５，１２７千円、過年度分損益勘定留保資金１，２０４，４８

３千円及び当年度分損益勘定留保資金２８６，４０７千円で補てんするものとする。）。 

収         入 

第１款 資 本 的 収 入 １０４，２２０ 千円 

第１項 負 担 金 １０４，２２０ 千円 
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支         出 

第１款 資 本 的 支 出 １，７２０，２３７ 千円 

第１項 建 設 改 良 費 １，５１１，８９６ 千円 

第２項 企 業 債 償 還 金 ２０８，３４１ 千円 

(債務負担行為) 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定め

る。 

事 項 期 間 限 度 額 

水道管路耐震化更新事業 
令和５年度から 

令和６年度まで 
３８０，０００千円 

受託関連配水管等布設事業 
令和５年度から 

令和６年度まで 
３５，０００千円 

給 水 装 置 復 旧 修 繕 事 業 
令和５年度から 

令和６年度まで 
１，４００千円 

 (予定支出の各項の経費の金額の流用) 

第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、営業費用、営業

外費用及び特別損失の間の流用と定める。 

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費) 

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用

し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけれ

ばならない。 

（１）職員給与費 ２８５，３６７ 千円 

(たな卸資産購入限度額) 

第８条 たな卸資産の購入限度額は、５４，３００千円と定める。 

 

令和５年２月２８日提出 

 

各務原市長  浅 野 健 司 
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議第６号 

令和５年度各務原市下水道事業会計予算 

 

(総則) 

第１条 令和５年度各務原市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

(業務の予定量) 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）排 水 戸 数 ４３，５１２ 戸 

（２）年間総排水量 １２，４７１，４２０ ㎥ 

（３）一日平均排水量 ３４，０７５ ㎥ 

（４）主要な建設改良事業 

汚水管渠建設費 １，４５２，７２２ 千円 

雨水管渠等建設費 ５３５，８２０ 千円 

(収益的収入及び支出) 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収         入 

第１１款 下 水 道 事 業 収 益 ２，９１１，３５４ 千円 

第１項 営 業 収 益 １，７５３，４５９ 千円 

第２項 営 業 外 収 益 １，１５７，８９５ 千円 

支         出 

第２１款 下 水 道 事 業 費 用 ２，９４５，３４４ 千円 

第１項 営 業 費 用 ２，５７４，５１７ 千円 

第２項 営 業 外 費 用 ３６６，７５９ 千円 

第３項 特 別 損 失 ３，０６８ 千円 

第４項 予 備 費 １，０００ 千円 

(資本的収入及び支出) 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的

支出額に対し不足する額８１３，８１７千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額１０７，６５７千円、過年度分損益勘定留保資金３５９，０７３千円及

び当年度分損益勘定留保資金３４７，０８７千円で補てんするものとする。）。 

収         入 

第３１款 下水道事業資本的収入 ２，５０６，４９５ 千円 

第１項 負 担 金 ２３８，１０３ 千円 

第２項 企 業 債 １，５７９，７００ 千円 

第５項 他 会 計 出 資 金 １１８，４４２ 千円 

第７項 補 助 金 ５７０，２５０ 千円 
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支         出 

第４１款 下水道事業資本的支出 ３，３２０，３１２ 千円 

第１項 建 設 改 良 費 ２，１２８，４７６ 千円 

第２項 企 業 債 償 還 金 １，１８１，６３６ 千円 

第５項 過年度補助金等返還金 ２００ 千円 

第６項 予 備 費 １０，０００ 千円 

 (債務負担行為) 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定め

る。 

事 項 期 間 限 度 額 

水 洗 便 所 等 改 造 資 金 の 

融 資 に 係 る 利 子 補 給 金 

（令和５年度融資予定分） 

令和５年度から 

令和９年度まで 
１２６千円 

下 水 道 支 線 ・ 

取 付 管 設 置 事 業 

令和５年度から 

令和６年度まで 
５，０００千円 

公 共 汚 水 ま す 等 

設 置 事 業 

令和５年度から 

令和６年度まで 
３２，０００千円 

山 の 前 雨 水 幹 線 

整 備 事 業 

令和５年度から 

令和６年度まで 
５１，５００千円 

内 水 浸 水 想 定 

区 域 図 作 成 事 業 

令和５年度から 

令和６年度まで 
６５，０００千円 
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(企業債) 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定め

る。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

公共下水道 

事 業 

千円 

 

１，２１５，０００ 

 

 

 

普通貸借 

又は 

証券発行 

 

年５．０％以内 

 

 

公的資金につい

ては、その融資条

件により、銀行そ

の他の場合には借

入先と協定し、そ

の条件に従うもの

とする。 

ただし、市財政

の都合により据置

期間及び償還期限

を短縮し、又は繰

上償還若しくは低

利に借り換えする

ことができる。 

流域下水道 

事 業 
１３４，７００ 

資 本 費 

平 準 化 
２３０，０００ 

(一時借入金) 

第７条 一時借入金の限度額は、２，０００，０００千円と定める。 

(予定支出の各項の経費の金額の流用) 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、営業費用、営業

外費用及び特別損失の間の流用と定める。 

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費) 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用

し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけれ

ばならない。 

（１）職員給与費 １４０，６９９ 千円 

 

令和５年２月２８日提出 

 

各務原市長  浅 野 健 司 

 

ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

資金について

利率の見直し

を行った後に

おいては、当

該見直し後の

利率 


